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１ 政策・方針決定過程への女性の参画 

① 審議会等における女性委員の登用の目標数値 

審議会等における女性委員の登用率について、令和３年度から１０年間を

計画期間とする第３次京田辺市男女共同参画計画（以下、「計画」という。）

においては、令和１２年度までの目標値を４０％、令和７年度までの中間目

標値を３７％としています。 

 

② 審議会等における女性委員の登用状況 

審議会等の委員総数９５９人のうち女性委員は３３９人でした。女性委員

の占める比率は３５．３％で、前年比で１．１ポイント減少しました。 

審議会等 

設置区分根拠 

審議会等数 委員数 

 うち、 

女性委員

がいる審

議会等数 

 

 

人 

うち、 

女性委員 

 

人 

女性委員

の割合 

 

％ 

地方自治法第１

８０条の５に基

づ く 委 員 会 等 
注)1 

６ ４ ３１ ７ ２２．６ 

地方自治法第２

０２条の３に基

づ く 審 議 会 等 
注)2 

４６ ４０ ５９７ １７１ ２８．６ 

その他規則等に

基づく審議会等 
注)3 

１７ １４ ３３１ １６１ ４８．６ 

全審議会等 ６９ ５８ ９５９ ３３９ ３５．３ 

※令和４年４月１日現在調べ。 

※注１）地方自治法第１８０条の５：（一部抜粋） 

   執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委

員会及び委員は、左の通りである。 

一 教育委員会 二 選挙管理委員会 三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地

方公共団体にあっては公平委員会 四 監査委員 

 ③ 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かな

ければならない委員会は、左の通りである。 

    一 農業委員会 二 固定資産評価審査委員会 

   注２）地方自治法第２０２条の３：（一部抜粋） 

     普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定

めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関と

する。 

 注３）その他規則等に基づく審議会等：市民、学識経験者等からの意見を聴取し、市政に   



 

2 

 

 

反映させることを主な目的として、規則、要綱等により設置された審議会、委員会、協議

会等 

③ 審議会等における女性委員の登用状況の推移 

審議会等における女性委員の登用率は、次のグラフのとおり推移してい 

ます。 

 

 

④ 今後の取り組み 

 全審議会等における女性の登用率は３５．３％で、前年度より１．１ポイ

ント減少しました。 

また、第３次京田辺市男女共同参画計画で定める令和７年度の中間目標値

（３７％）に達していない審議会等の数は前年度より２増えて５２、うち女

性がいない審議会等の数は前年度より１減ったものの、１１あります。 

今後も継続して「京田辺市審議会等への女性委員登用推進に向けた指針」

に基づいた運用を推進し、女性委員登用率の全体での目標達成をめざすとと

もに、中には男性委員の割合が低い審議会等もあることから、すべての審議

会等において男女のバランスがとれた選任がされるよう各担当課において

取り組んでいきます。

※各年度４月１日現在のデータより作成。 
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２ 相談及び苦情・意見の状況 

① 相談 

ア 市関係相談事業相談件数 

市関係で行っている相談事業での相談件数は、次のとおりでした。 

 前年度と比べ、「女性の相談室」などでは件数が減っていますが、全体とし

ては件数が増えています。なお、「ひとやすみコール」の件数が大幅に増えて

いますが、このほとんどが同一人からの相談によるものです。 

 社会福祉協議会では、令和４年度から新たに「ひきこもり相談」を開始さ

れています（件数はふれあい相談室に含む）。また、相談件数には含んでいま

せんが、新型コロナウイルスの影響により減収のあった方への特例貸付は令

和４年９月末で申請終了となり、その後は物価高騰の影響を受けた方への救

援物資の配付をされています。 

 市ではこのほか、家庭児童相談室や地域包括支援センターなどでも相談を

受け付けており、ＤＶと虐待など、家庭内における問題が併存しているケー

スも多いことから、各相談窓口で連携して対応しています。 

様々な相談ニーズに対応するため、それぞれの相談窓口が今後もＰＲに 

努めていくことが重要です。 

                             （単位：件） 

窓 口 相談事業 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

 

相談者内訳 

男性 女性 

女性交流支援 

ルーム 

女性の相談室 ３６７ ３４７  ３４７ 

男性のための相談 ３ ２ ２  

人権啓発推進

課 

一般相談 ３０２ ３９３ ２００ １９２ 

なやみごと相談 １０ ２４ ７ １７ 

無料法律相談 １４１ １３９ ６２ ７７ 

障がい福祉課 ひとやすみコール ９ ２３４ 
実人数６ 

（内訳非公表） 

社会福祉協議

会 

ふれあい相談室 ９０４ １０６５ 
男女別は 

不明 
心配ごと相談 ５ ６ 

専門相談 １２３ １５３ 

 

イ 「女性の相談室」相談件数 

女性交流支援ルームで行っている「女性の相談室」での相談件数の内訳は、

次のとおりとなっています。 

相談件数は前年度に比べ２０件減少しています。度々相談される方の一人

ひとりの相談件数が減少しました。 
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（単位：件） 

年 度 ３０ １ ２ ３ ４ 

女性の相談室 ３９８ ４８４ ３９７ ３６７ ３４７ 

 専門相談 ８０ ８２ ６８ ７１ ７８ 

 法律相談 ２９ ３０ ２４ ２６ ２７ 

 一般相談 ２８９ ３７２ ３０５ ２７０ ２４２ 

 

ウ 「女性の相談室」相談実人数 

 「女性の相談室」の相談実人数は２３２人で、前年度よりもやや減ってい

ます。 

  （単位：人） 

年 度 ３０ １ ２ ３ ４ 

実人数 ２６５ ２６５ ２５４ ２４０ ２３２ 

  

 

   エ 「女性の相談室」主訴分類別相談件数 

法律相談・専門相談・一般相談の相談内容は、今年度は、例年最も多い「夫

婦関係の悩み」が昨年多かった「親子・家庭」を上回り、９７件で３割近く

を占めています。 

また、「親子・家庭」と「人間関係の悩み」に関する相談件数が前年度と比

べ減っていますが、「こころ」については増えています。 

 

        （単位：件） 

 年度 

主訴 
３０ １ ２ ３ ４ 

１ 生き方 １２ １９ ２２ ３９ ３１ 

２ こころ ３３ １１６ ６６ ５０ ７４ 

３ からだ １７ ７ ４ ４ １５ 

４ 仕事・労働 ２１ ２８ ２８ １８ １３ 

５ 夫婦関係の悩み １２６ １２７ １１３ ９６ ９７ 

６ 親子・家庭 ６８ １２３ ９３ １０２ ８６ 

７ 人間関係の悩み １０４ ４６ ５２ ４５ ２０ 

８ 性・性的被害 ３ ３ ０ ０ ０ 

９ 暮らし １３ １５ １８ １２ １１ 

１０ その他 １ ０ １ １ ０ 

合   計 ３９８ ４８４ ３９７ ３６７ ３４７ 
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   オ 「夫婦関係の悩み」の内訳 

「夫婦関係の悩み」の内訳では、「別居・離婚」が６０件と最も多く、６

割、次に「暴力」が２３件で多いです。ここでいう「暴力」とは、身体的

暴力のほか、精神的暴力及び経済的暴力を含みます。 

次いで「性格、生活上の不和・不満」が１１件となっています。 

        （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

カ 女性の就職・チャレンジ相談 

平成３０年度から、社会福祉法人南山城学園 若年者等就労支援拠点サ

ザン京都と共催で、働きたい女性の就職活動を支援するため、女性キャリ

アカウンセラー等による適職診断と就職支援個別相談を実施しています。 

令和３年度からは、「適職診断」または「性格診断」のどちらかを選択い

ただき、個別相談を実施しています。 

（単位：件） 

開催回 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

第１回 １１ ６ ６ ４ ４ 

第２回 ２ ４  ２ ４ 

 

キ 男性のための相談 

社会の価値観が多様化する中で、悩みを抱える男性に対しても相談の機

会を設けるため、「男性のための電話相談」を実施しています。 

令和３年度からは年４回程度実施し、男性相談の定着を図っています。 

 年度 

主訴 
３０ １ ２ ３ ４ 

１ 性格、生活上の不和・不満 ２５ ３１ ２６ １７ １１ 

２ 別居・離婚 ２４ ３８ ３８ ４１ ６０ 

３ 性的問題 １ ０ １ ０ ０ 

４ 暴力 ５７ ５１ ４１ ３５ ２３ 

５ 家出・蒸発 ０ １ ０ ０ ０ 

６ 婚外関係 １ １ ０ ０ １ 

７ 経済的不安、金銭問題 １８ ５ ７ ３ ２ 

８ その他 ０ ０ ０ ０ ０ 

合   計 １２６ １２７ １１３ ９６ ９７ 
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（単位：件） 

開催回 ３０年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

第１回 ０ １ １ ２ ２ 

第２回  ０ １ ０ ０ 

第３回  ０ ０ ０ ０ 

第４回    １ ０ 

 

 

 ② 市の男女共同参画施策に対する苦情・意見 

京田辺市男女共同参画推進条例（平成２２年京田辺市条例第１７号）第１５

条第１項に基づき、市が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に

影響を及ぼすと認められる施策についての苦情・意見は、ありませんでした。 

 ※平成２２年１０月１日から実施し、令和４年度末まで０件となっています。 
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３ 主な啓発事業 

① 京たなべ男女共同参画週間事業 

国の「男女共同参画週間」に合わせて、男女共同参画社会基本法の目的及び

基本理念に関する市民の理解を深めるため、６月２３日～同月２９日を「京た

なべ男女共同参画週間」とし、フォーラム（講演会）、子育て講座及びパネル

展を実施しました。 

 実施内容 テーマ等 

フォーラム 出会いの人生から学んだこと 

～仕事も家庭も一生懸命！～ 

講師：弁護士 菊地 幸夫 さん 

子育て講座 父と子のふしぎ体験 

～体と日用品だけでこれだけ遊べる！～ 

 （単位：人（概数）） 

年度 ３０ １ ２ ３ ４ 

フォーラム参加者数 ２００ １２０ ３０ ７０ １１０ 

 

②  男女共同参画イベントの支援（京田辺ふれあい夢フェスタ） 

市民団体による実行委員会形式で実施される「第２５回京田辺ふれあい夢フ

ェスタ」の開催を支援しました。 

サブタイトル： 

『学んで 認めて 支え合い ひとりひとりの夢や希望をかなえよう！』 

内容：オープニング（京田辺ふれあい夢フェスタの歌、「Team Moto」の演奏）、

体験コーナー・手づくりふれあい夢市、パネル展示、クイズラリー 

 （単位：団体、人） 

年度 ３０ １ ２ ３ ４ 

参加団体数 ８ ８ 新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、開催なし 

９ 

参加者数 ４３０ ４９０ ６５ 

 

③ 市民等の活躍事例の発信（『個性キラリ☆自分流』） 

男女共同参画の視点からさまざまな分野で活躍される方を、平成２３年度

から年４人ずつ紹介しています。 

令和４年度は「広報ほっと京たなべ」、ホームページ、女性交流支援ルーム

が発行する「ポケットだより」などで４人の方を紹介しました。 
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第 45回 

第 46回 

第 47回 

第 48回 

あおぞら惣菜代表 

保護司 

マジシャン 

絵本作者 

村口 美子 さん 

前川 金春 さん 

やまさき そら さん 

北村 昌子 さん 

 

④ 職員研修 

   市職員の男女共同参画に関する理解を深め、業務に役立てることを目的とし

て、職員研修を実施しました。 

テーマ 参加者（人） 

ジェンダーバイアス研修 

－自分の無意識の偏見にアンテナを立てよう－ 
４４ 

 

⑤ 男女共同参画推進のための講座 

市民の男女共同参画への意識を高め、各家庭・職場・地域などにおいて男女

共同参画がより一層推進されることを目的として、「男女（みんな）いきいき

・さんかくセミナー」を開催しました。 

異なる講師・テーマの講座を組み合わせた２回連続講座を２回開催し、のべ

４２人が参加されました。 

テーマ 参加者（人） 

前期 

 

第１回 国民的アニメから考える私らしい生き方 

第２回 人生１００年時代～人生の節目に扉をあける 

１０ 

１２ 

後期 第１回 人生１００年時代～人生の節目に扉をあける

第２回 国民的アニメから考える私らしい生き方 

１２ 

 ８ 

 

⑥ 女性交流支援ルーム講座（ポケット講座） 

女性交流支援ルーム事業の周知や男女共同参画に関する認識・理解を深め

ることを目的として、男女共同参画の視点に立った啓発や情報発信をする講座

「ポケットサロン」を年間４回開催し、のべ２７人が参加されました。 

テーマ 参加者（人） 

パーソナルカラー診断で自分発見！ ７ 

女性の起業、応援します！ ６ 

もしもの時のための手続きやお金の管理を知ろう！ 

 ～成年後見制度ってどんな制度？～ 
６ 

ＤＶＤ「サラの鍵」上映会＆交流会 ８ 
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⑦ 子どもを対象とした男女共同参画推進事業 

子どもの頃からの男女共同参画への理解促進と、将来を見通した自己形成

の推進を図ることを目的として、男女共同参画に関する講座を市立小中学校

で開催しました。 

テーマ 対象 参加者（人） 

みんなが自分らしく生きるために 薪小学校 

５年生 
１１３ 

男女共同参画ってなんだろう？ 桃園小学校 

５年生 
９３ 

やりたい仕事を見つけよう 培良中学校 

２年生 
８８ 

 

⑧ 男女共同参画推進員の募集・支援 

事業所等における男女共同参画を推進するため、男女共同参画推進員を置く

事業所及び市民団体を募集し、推進員に対して情報紙による情報提供などの支

援を行いました。 

推進員（人） 内  訳  

７３ 

〔事業所〕企業   ３２社   

     学校等  ２０校・園 

     官公庁   ５団体 

     その他  １１団体 

〔市民団体〕     ５団体 

※令和５年３月３１日現在 

 

推進員情報

の発行 

（年６回） 

67 自分らしく暮らすための「時短家事５か条」 

68 防災と男女共同参画 

69 女性活躍・男女共同参画の現状と課題 

70 女性に対する暴力をなくす運動週間 

71 令和４年度性別による無意識の思い込み（アンコンシャ

ス・バイアス）に関する調査結果 

72 データから知る「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」 

 

⑨ 男女共同参画推進セミナー 

事業所等における男女共同参画推進の取組が拡大することを目的として、

男女共同参画推進員と市内の事業所・市民団体等に所属する方を対象としたセ

ミナーを開催しました。 
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テーマ 参加者（人） 

女性が活躍するためのポイントセミナー  ２４ 

 

⑩ 男女いきいき実践セミナー 

男女が共に参画する地域社会を促進するため、事業所・市民団体が男女共

同参画の推進を目的として開催するセミナーへ、講師を派遣する事業をして

います。 

令和４年度も開催事業所等の募集をしましたが、コロナ禍の中、申込みは

ありませんでした。 

 

⑪ 男女いきいき地域セミナー 

男女が共に参画する地域社会を促進するため、区・自治会が男女共同参画

の推進を目的として開催するセミナーへ、講師を派遣する事業をしています。 

令和４年度は引き続きコロナ禍の中で区・自治会からの申込みがなかった

ため、開催希望のあった他の団体において開催しました。 

団体名 テーマ 参加者（人） 

大住老人クラブ連合会 ジェンダー平等（男女平等） ６１ 

 

⑫ 女性の就業支援講座 

  女性のさまざまな働き方を支援し、女性が就業するのに必要な情報等を得る

ための講座を行いました。 

テーマ 参加者（人） 

第１回  知っておきたい！社会保険や税金・年金 

     ～女性のための働き方～ 

１４ 

 

第２回  印象アップの応募のコツ！ 

     ～あなたの良さを伝える就活～ 

 ６ 

 

 

⑬ 男性の家庭生活向上講座（カジダン講座） 

男性の家庭生活への参画を促進するため、男性を対象とした家事の講座を開

催し、のべ２８人（パートナー等を含む）が参加されました。 

テーマ 参加者（人） 

カジダン講座～時短家事編～「カンタン★カジタン」 

 第１回 時短家事の考え方を取り入れよう！ 

 第２回 時短家事を実践してみよう！ 

 

８ 

６ 

カジダン講座～スッキリ！掃除編～ 

 きれいになる！散らからない部屋作りと掃除の方法 

  

１４ 
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⑭ デートＤＶ防止のための教育・啓発事業 

 デートＤＶ防止啓発カードを２，０００枚作成し、イベントや街頭啓発で配布

するとともに、市内大学・公共施設等に配架しました。 

府立田辺高等学校２年生へはカード配布とともに啓発を行いました。 

同志社女子大学では、現代社会学部社会システム学科の授業「女性と社会保障」

（２～４回生）において、カード配布・啓発と講義を行いました。 

 

⑮  女性に対する暴力をなくす運動週間事業 

全国一斉に実施される「女性に対する暴力をなくす運動」週間に合わせて、

啓発講演会、駅前街頭啓発、パネル展などの啓発事業を実施しました。 

啓発講演会 

（兼職員研修） 

テーマ 参加者（人） 

パートナーとの関係、安心ですか？ 

～今日からできる！心地よいコミュニケーション

のコツ！～ 

３５  
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４ 女性交流支援ルームの利用状況・取組内容 

①  女性交流支援ルームの利用状況 

女性交流支援ルームの利用は、情報ライブラリー４７１人、交流スペース 

７４５人、相談３４７人、合わせて１，５６３人の利用がありました。 

令和４年度も引き続き新型コロナウイルス感染症対策として、交流スペース

の定員を減らしたり、事業を縮小しましたが、休室することなく利用いただき

ました。 

 

     （単位：人） 

 
情報ライブ 

ラリー 
交流スペース 

相談 

(電話相談等を含む。) 
合計 

平成３０年度   ９９６ １，３０３   ３９８ ２，６９７ 

令和元年度   ９２３ １，２２４   ４８４ ２，６３１ 

令和２年度   ３７９   ６３７   ３９７ １，４１３ 

令和３年度   ３５１   ６５２   ３６７ １，３７０ 

令和４年度 ４７１ ７４５ ３４７ １，５６３ 

 

②  「ルームだより」の発行 

 市の取組や関係団体の活動などを紹介するため、年４回、各８６５部を発行

し、市内公共施設等に配架しました。 

 

③  情報ライブラリーでの図書等貸出し状況 

    ルームでは、男女共同参画に関する図書９１８冊、ビデオ・ＤＶＤ１００

本を所有しており、のべ１２６（図書１０２冊・ＤＶＤ２４本）の貸出利用が

ありました。 

今後も図書等をより活用していただけるよう、ＰＲに努めていく必要があり

ます。 
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 図書（冊） 
ビデオ・DVD

（本） 

図書等のべ貸出数  

（冊・本） 

平成３０年度 ８１８ ９６ １２３ 

令和元年度 ８５５ ９７ １１５ 

令和２年度 ８７３ ９８  ９４ 

令和３年度 ８９８ ９９ １２１ 

令和４年度 ９１８ １００ １２６ 

※各年度３月３１日現在調べ。  

 

④  情報ボックス等利用団体登録数 

情報ボックス等利用には１２団体の登録があり、交流会を２回開催し、各

団体の活動状況報告、意見交換等を行いました。第２回には、「災害に対する

日頃の備えと男女共同参画～地震・風水害～」をテーマに出前講座を実施し

ました。                    

年 度 ３０ １ ２ ３ ４ 

団体数 １３ １３ １３ １３ １２ 

 

 

⑤ 協催事業 

         情報ボックス等利用団体など市民団体との協催事業を２５回開催し、のべ

８６人の参加がありました。 

前年度と同様に、新型コロナウイルス感染拡大防止のため施設の定員数に

基づき従来募集していた人数を半数程度にしたため、参加者数が減少してい

ます。 

 開催回数 実施団体数 参加者数（人） 

平成３０年度 ２４ ３ １１５ 

令和元年度 ２４ ４ ２１１ 

令和２年度 ２３ ３ ８４ 

令和３年度 ２３ ３ ６４ 

令和４年度 ２５ ３ ８６ 
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５ 市内企業の取組状況 

                 

 

ワーク・ライフ・バランス推進宣言企業 ３０社  

「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス

認証企業 
８社  

（令和５年３月３１日現在） 

※「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度とは 

常時雇用労働者１人以上３００人以下の中小企業で、府内に本社のある企業及び府外に

本社のある企業の府内事業所を対象として、自社の実情にあったワーク・ライフ・バラン

スの推進に取り組むことを宣言・登録し、取組を制度化して利用実績が出るなど認証基準

を満たせば、「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス認証企業として知事が認証する制度

です。（認証期間３年間）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 

 

 男女共同参画施策の実施状況 
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第３次京田辺市男女共同参画計画 令和４年度取組状況 

１ 事業実施状況 

計画に掲載している全事業のうち、令和４年度に実施を予定していた事業

（１６３事業※）の実施状況は、次のとおりです。 

    （参考） 

実施状況 事業数 構成比  
令和３年度 

事業数 

実施 １５７ ９６．３％  １５１ 

未実施 ６ ３．７％  １２ 

廃止 ０ ０．０％  ０ 

合 計 １６３ １００．０％  １６３ 

※ 再掲事業 9事業を含む。(以下、同じ。) 

１６３事業のうち、令和４年度に実施した事業は１５７事業（９６．３％）

でした。 

令和３年度には１２事業が新型コロナウイルス感染症の影響で未実施でし

たが、このうち６事業は令和４年度に実施することができました。６事業は令

和４年度も引き続き未実施となりました。 

２ 実績評価の概要 

① 評価の対象 

計画において目標を設定して重点的に取り組むこととしている「重点取

組」（５３事業）を評価の対象としました。 

② 評価の主体 

各事業の担当課が評価を行いました。 

③ 評価の基準 

令和４年度の目標水準に対する達成度を基準として、実施内容、男女共

同参画の視点で実践した取組、新型コロナウイルス感染症による影響など

を加味した上で、Ａ～Ｃの３段階で評価を行いました。 

 実績評価Ａ：目標水準を上回る 

 実績評価Ｂ：概ね目標水準どおり 

 実績評価Ｃ：目標水準を下回る 
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④ 評価結果 

    （参考） 

実施状況 事業数 構成比  
令和３年度 

事業数 

Ａ 目標水準を上回る １８ ３４．０％  １２ 

Ｂ 概ね目標水準どおり ２７ ５０．９％  ３０ 

Ｃ 目標水準を下回る ８ １５．１％  １１ 

合 計 ５３ １００．０％  ５３ 

 

実績評価Ａの事業は１８事業、実績評価Ｂの事業は２７事業で、合わせて  

４５事業（８４．９％）の事業が、「概ね目標水準どおり」以上の実績となっ

ています。 

実績評価Ｃの８事業のうち、２事業は未実施となりました。６事業について

は実施できたものの、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、目標とし

ていた回数や人数に実績が届かなかったものです。 

３ 実績評価一覧 

計画に掲載している重点取組（５３事業）の令和４年度の実績評価は次表の

とおりです。 

なお、各取組名の前に付した記号は、以下の区分を示しています。 

★＝第３次計画における新規事業 

◎＝第２次計画からの拡充事業 

◯＝第２次計画からの継続事業 
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基本目標１ 性別にとらわれずお互いに認め合う意識の浸透 

（１）男女共同参画の視点に立った意識改革・社会慣行の見直し 

番号 取組／取組の概要 担当課名 指標 R4目標 実績 実績評価 備考 

1 

◎京たなべ男女共同参画週間事業 
毎年度、男女共同参画週間に、男女共同参画社会基

本法の趣旨とともに、ワーク・ライフ・バランスや

新しい生活様式のもとでの男女共同参画について、

市民の理解を深めるための啓発を行います。 

人権啓発推進課 

フォーラム

参加者の満

足度 
90％ 94.3% Ａ  

2 
◯男女共同参画イベントの支援 
市民・市民団体による実行委員会形式の男女共同参

画イベントを支援します。 

人権啓発推進課 
イベントの

支援 
実施 実施 Ａ 

さまざまな分野で活躍する市民・市民

団体による実行委員会形式の男女共同

参画イベントを支援した。 

3 

◯女性交流支援ルームだよりの発行 
さまざまな分野で活躍する市民等の紹介や団体の

事業や図書の紹介、ＤＶなどについてやその相談窓

口の周知等を目的に発行し、市内公共施設等に配架

します。 

人権啓発推進課 
ルームだよ

り発行 
4 回/年 4 回 Ｂ  

9 
◎ＬＧＢＴの理解のための啓発 
市民向け講演会の実施に加え、リーフレットによる

啓発や職員向けの研修を実施します。 

人権啓発推進課 
研修参加職

員の理解度 
70％ 70％ Ｂ  

10 
★ＬＧＢＴへの理解促進事業 
子ども・親・教員向けへの、周知・研修会を開催し

ます。 

人権啓発推進課 

輝くこども未来室 

こども・学校サポ

ート室 

実施 実施 実施 Ｂ  

13 

◯職員研修の実施 
市職員の男女共同参画への理解を深めるとともに、

公的広報の作成に携わる職員の意識を高めるため、

男女共同参画の視点に立った表現などをテーマと

した職員研修を行います。 

人権啓発推進課 

研修参加職

員への効果

度 

85％ 97.7％  Ａ  
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（２）男女共同参画を推進する教育・学習 

番号 取組／取組の概要 担当課名 指標 R4目標 実績 実績評価 備考 

16 

◎男女共同参画推進のための講座の開

催 
市民の男女共同参画への意識を高め、各家庭、職場、

地域などにおいて男女共同参画がより一層推進さ

れることをめざし、男女共同参画に関連する身近な

テーマの講座を開催します。 

人権啓発推進課 
参加者の満

足度 
60％ 100％  Ａ  

17 

◯女性交流支援ルーム（ポケット）講

座の開催 
ルーム事業の周知や男女共同参画に関する認識、理

解を深め、エンパワーメントを高めることを目的と

して、日常生活上身近な話題を取り上げ、男女共同

参画の視点に立った啓発や情報発信講座を開催し

ます。 

人権啓発推進課 
参加者への

効果度 
75％ 92.6％  Ａ  

23 

◯子どもを対象とした男女共同参画推

進事業 
子どもの頃からの男女共同参画への理解促進と将

来を見通した自己形成の推進を図るため、市立小中

学校等で、男女共同参画に関係するテーマの講座・

講演会を開催します。 

人権啓発推進課 
参加者の理

解度 
90％ 94.9％  Ａ  

24 

◯児童・生徒への指導（男女共同参画

関係授業の実施）の推進 
教科学習や道徳、特別活動などの時間を活用し指導

を行い、男女平等や人権意識の向上を図ります。 

こども・学校サポ

ート室 
実施 実施 実施  Ｂ 
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基本目標２ 仕事も生活も大切にできるライフスタイルの実現（女性活躍推進計画） 

（１）男女がいきいきと働ける就業環境 

番号 取組／取組の概要 担当課名 指標 R4目標 実績 実績評価 備考 

31 

◎男女共同参画推進員の募集・支援 
事業所及び市民団体における男女共同参画を推進

するため、事業所等に男女共同参画推進員の設置を

進めるとともに、推進員を対象として研修及び情報

提供を行います。 

人権啓発推進課 推進員設置 81 箇所 73 箇所 Ｃ 

募集については、広報及びＨＰへ記事

を掲載するとともに、公共施設へのち

らしの配架を行った。セミナーを民間

企業と共催することにより、設置事業

所数の拡大をねらったが、思うような

効果が得られなかった。また、設置事

業所からの申し出により、令和４年度

中に２箇所減となった。 

32 

◎男女共同参画推進セミナーの開催 
事業所の管理職・人事担当者等を対象としたセミナ

ーを開催します。新しい生活様式のもとでの働き方

などのテーマを加えます。 

人権啓発推進課 
参加者への

効果度 
50％ 91.7％ Ａ  

33 

◎男女いきいき実践セミナーの開催 
事業所及び市民団体が男女共同参画に関係するテ

ーマでセミナーを開催する際に、講師を派遣しま

す。新しい生活様式のもとでの働き方などのテーマ

を加えます。 

人権啓発推進課 
参加者への

効果度 
70％ 未実施 Ｃ 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響

か、事業所等からのセミナー開催希望

がなかった。当初の締切までに申込み

がなかったため、随時募集に切り替え、

情報紙で周知を図ったが、申込みがな

かった。 

34 

★事業所への男女共同参画に関する情

報提供 
事業所における男女共同参画の推進に役立つ情報

をホームページなどで提供します。 

人権啓発推進課 
情報提供回

数 
2 回/年 8 回 Ａ  

37 
◎女性の就職・チャレンジ相談 
さまざまな立場の女性に合わせた就職等に関する

情報提供、個別相談を実施し、支援を行います。 

人権啓発推進課 枠数・回数 6 枠×2回 6 枠×2回 Ｂ  

38 
★女性の就業支援 
就業のための講座を開催し、女性が就業するのに必

要な情報等を得る機会を設けます。 

人権啓発推進課 
参加者への

効果度 
70％ 90％ Ａ  
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（２）男女が共に参画する家庭生活 

番号 取組／取組の概要 担当課名 指標 R4目標 実績 実績評価 備考 

50 

◎男女いきいき地域セミナーの開催 
区・自治会が男女共同参画に関係するテーマでセミ

ナーを開催する際に、講師を派遣します。新しい生

活様式のもとでの男女共同参画などのテーマを加

えます。 

人権啓発推進課 
参加者への

効果度 
70％ 80.0％ Ａ  

51 
(再掲) 

◎京たなべ男女共同参画週間事業 
毎年度、男女共同参画週間に、男女共同参画社会基

本法の趣旨とともに、ワーク・ライフ・バランスや

新しい生活様式のもとでの男女共同参画について、

市民の理解を深めるための啓発を行います。 

人権啓発推進課 

フォーラム

参加者の満

足度 

90％ 94.3% Ａ  

52 
(再掲) 

◎男女共同参画推進のための講座の開

催 
市民の男女共同参画への意識を高め、各家庭、職場、

地域などにおいて男女共同参画がより一層推進さ

れることをめざし、男女共同参画に関連する身近な

テーマの講座を開催します。 

人権啓発推進課 
参加者の満

足度 
60％ 100％  Ａ  

63 

◎男性の家庭生活向上講座の開催 
ワーク・ライフ・バランスを実現するため、男性の

家事及び育児の学習機会を設けます。また、家庭生

活での実践に結びつくよう企画内容を検討します。 

人権啓発推進課 
参加者への

効果度 
80％ 92.9％ Ａ  

64 
◯パパママセミナーの開催 
男性の参加を促すため、体験編を３回/年、歯科編

を１回/年、土曜日に開催します。 

子育て支援課 
男性の受講

率 
50％ 48.7％ Ｂ  

 

（３）多様なライフスタイルに応じた子育て・介護の支援 

番号 取組／取組の概要 担当課名 指標 R4目標 実績 実績評価 備考 

69 

◎保育サービスの充実 
子育て家庭の保育ニーズに合わせた多様な保育サ

ービスの提供に努めます。また、市立幼保連携型認

定こども園の整備など、保育サービスの充実を図り

ます。 

輝くこども未来室 待機児童数 0 人 0 人 Ｂ  
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番号 取組／取組の概要 担当課名 指標 R4目標 実績 実績評価 備考 

70 

◎一時的保育事業 
保育ニーズの増加・多様化に伴い、一時的保育事業

の需要増加が見込まれることから、さらなる受け皿

の拡大や運営方法の改善を行っていきます。 

輝くこども未来室 実施箇所数 5 箇所 5 箇所 Ｂ  

71 
◯病児保育事業 
保護者が安心して就労ができるよう、集団保育ので

きない病児・病後児を預かります。 

輝くこども未来室 利用者 

希望者全

員の受入

れ 

希望者全

員の受入

れ 
Ｂ  

72 
◯乳児保育促進事業 
乳児を預ける必要のある保護者のニーズに対応し

ていきます。 

輝くこども未来室 利用者 

希望者全

員の受入

れ 

希望者全

員の受入

れ 
Ｂ  

73 
◯幼稚園預かり保育事業 
子育てを支援するため、通常の教育時間の前後等に

園児の保育を行います。 

輝くこども未来室 利用者数 28,000人 22,936人 Ｃ 

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、利用者数の減少につながったと考

えられる。社会全体がコロナ禍前の活

動に戻りつつあることから、次年度以

降は従来の水準に戻るのではないかと

考える。 

74 

◯ファミリー・サポート・センター事

業 
子育ての援助を受けたい人を援助したい人が支え

ることで、地域での子育て世帯への支援に繋げま

す。 

子育て支援課 
会員登録者

数 
600人以上 666人 Ｂ 

新型コロナウイルス感染症が落ち着い

てきたことにより、令和４年度後半か

ら「おねがい会員」への登録数が増加

している。令和５年度は「まかせて会

員」獲得に向け、事業を展開していき

たい。 

75 

◯留守家庭児童会の運営 
学校の放課後等に就労などで家庭に保護者がいな

い留守家庭の児童を保護し、その健全な育成を図り

ます。また、待機児童を出さないためにも施設整備、

指導員体制の強化を図ります。 

社会教育課 待機児童数 0 人 0 人 Ｂ  

91 
◯家族介護支援事業 
家族介護教室や介護者相互の交流会の実施により

介護者の介護負担軽減を図ります。 

高齢者支援課 
交流会等参

加者数 
250人/年 281人 Ａ  
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基本目標３ 共に支え合い活躍することができる地域の実現 

（１）男女が共に参画することによる地域活性化 

番号 取組／取組の概要 担当課名 指標 R4目標 実績 実績評価 備考 

94 

◯審議会等における女性登用率の向上 
審議会等の登用率の向上に向けて、継続的な調査を

行い、調査結果を踏まえた関係機関への働きかけを

行います。 

人権啓発推進課 
女性委員の

割合 
36.6％ 35.3％ Ｂ 

年度による変動の中で、前年度と比べ

1.1 ポイント低下した。部局別ヒアリ

ングを実施し、男女のバランスがとれ

た選任へ向けて改善策の協議を行っ

た。また、所管課から各種団体等へ推

薦依頼をする際の参考文例を作成し、

周知した。 

95 
(再掲) 

◎男女いきいき地域セミナーの開催 
区・自治会が男女共同参画に関係するテーマでセミ

ナーを開催する際に、講師を派遣します。新しい生

活様式のもとでの男女共同参画などのテーマを加

えます。 

人権啓発推進課 
参加者への

効果度 
70％ 80.0％ Ａ  

96 
(再掲) 

◎男女いきいき実践セミナーの開催 
事業所及び市民団体が男女共同参画に関係するテ

ーマでセミナーを開催する際に、講師を派遣しま

す。新しい生活様式のもとでの働き方などのテーマ

を加えます。 

人権啓発推進課 
参加者への

効果度 
70％ 未実施 Ｃ 

新型コロナウイルスの影響か、事業所

等からのセミナー開催希望がなかっ

た。当初の締切までに申込みがなかっ

たため、随時募集に切り替え、情報紙

で周知を図ったが、申込みがなかった。 

97 

◯女性交流支援ルーム情報ボックス等

利用団体の活動支援 
男女共同参画の実現をめざし、情報ボックス等利用

団体が主催する事業との協催により市民向けの事

業を開催します。 

人権啓発推進課 
団体主催事

業 
実施 実施 Ｂ  

98 

◎女性交流支援ルーム情報ボックス等

利用団体交流会の開催 
情報ボックス等利用団体の活動が活性化するため

の学習会と交流会を開催し、支援を継続します。 

人権啓発推進課 交流会 2 回/年 2 回 Ａ 

団体の活動状況について情報交換し、

お互いの活動や悩みを共有し、アイデ

アを出し合う場となっている。また、

団体の活動の活性化や支援する講座

を、団体から希望内容を募り、実施し

た。 

99 

★市民による主体的な地域課題解決の

仕組みづくり 
協働によるまちづくりの担い手である区・自治会、

市民活動団体等が、それぞれの強みを生かしながら

活動が行えるよう仕組みづくりや支援を行います。 

市民参画課 

地域ごとの

仕組みづく

り 
実施 実施 Ｂ  
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番号 取組／取組の概要 担当課名 指標 R4目標 実績 実績評価 備考 

110 
(再掲) 

◎男女共同参画推進員の募集・支援 
事業所及び市民団体における男女共同参画を推進

するため、事業所等に男女共同参画推進員の設置を

進めるとともに、推進員を対象として研修及び情報

提供を行います。 

人権啓発推進課 推進員設置 81 箇所 73 箇所 Ｃ 

募集については、広報及びＨＰへ記事

を掲載するとともに、公共施設へのち

らしの配架を行った。セミナーを民間

企業と共催することにより、設置事業

所数の拡大をねらったが、思うような

効果が得られなかった。また、設置事

業所からの申し出により、令和４年度

中に２箇所減となった。 

114 
◯避難所運営訓練の実施 
内閣府のマニュアルを参考として、男女共同参画の

視点による避難所運営訓練を実施します。 

安心まちづくり室 実施 1 回/年 1 回 Ｂ  

115 

◯避難所運営マニュアルづくり 
内閣府のマニュアルを参考として、男女共同参画の

視点に立った避難所運営マニュアルの作成を促進

します。 

安心まちづくり室 作成 
1箇所以上

/年 
1 箇所 Ｂ  

 

（２）誰もが社会参加できる環境 

番号 取組／取組の概要 担当課名 指標 R4目標 実績 実績評価 備考 

120 

◎高齢者いきいきポイント事業 
高齢者にボランティア活動の場を提供することに

より社会参加の機会を広げるとともに、生きがいづ

くりの支援をします。 

高齢者支援課 登録者数 350人 320人 Ｂ 
新型コロナウイルスの影響で活動機会

が減少した。 

127 
◯ひとり親への情報提供・相談支援 
ひとり親に関する制度を案内するとともに、関係機

関と連携し、ひとり親からの相談に応じます。 

子育て支援課 

母子・父子自

立支援員に

よる相談支

援 

実施 実施 Ｂ  
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基本目標４ 安全・安心で健やかな暮らしの実現 

（１）あらゆる暴力の防止（配偶者暴力防止基本計画） 

番号 取組／取組の概要 担当課名 指標 R4目標 実績 実績評価 備考 

133 

◎デートＤＶ防止のための教育・啓発

事業 
若い世代を対象とした交際相手からの暴力防止の

ため、高校生や大学生を対象とした啓発事業を行い

ます。 

人権啓発推進課 

啓発事業参

加者の理解

度 

80％ 98％ Ａ  

134 

◎女性に対する暴力をなくす運動週間

事業 
田辺警察署と連携し、さまざまな暴力への理解を深

め、暴力に対する意識啓発（街頭啓発、講演会等）

を実施します。 

人権啓発推進課 
講演会参加

者の理解度 
80％ 90％ Ａ  

135 

◯子どもへの虐待防止事業 
児童向けにＳＯＳカードの配布を行うとともに、幼

稚園、保育所、小中学校と連携を図ります。また、

児童虐待防止推進月間において、啓発活動を重点的

に行います。 

子育て支援課 実施 実施 実施 Ｂ  

138 

◎女性の相談室 
女性のための相談（専門相談、法律相談、一般相談）

を実施し、女性が生きていく中でのさまざまな悩み

を聴き、共に考え、次の一歩を踏み出すための支援

をします。専門相談においては、定期相談に加え、

夜間相談、出張相談を行い、相談の機会の充実を図

ります。 

人権啓発推進課 実施 実施 実施 Ｂ  

139 

◯ＤＶ等関係機関との連携 
ＤＶ等相談に係る関係機関及び庁内関係課担当者

の会議で、相互の連携協力を更に強化し、個々の事

案について、それぞれの立場で考え得る対応を積極

的に共有し、適切に対処できる仕組みを作ります。 

人権啓発推進課 
会議開催回

数 
2 回/年 2 回 Ｂ  

140 

◯家庭児童相談室における相談 
18歳未満の児童に関するさまざまな問題について、

家庭や関係機関等からの相談に応じ、助言・指導な

どを行います。 

子育て支援課 実施 実施 実施 Ｂ  
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番号 取組／取組の概要 担当課名 指標 R4目標 実績 実績評価 備考 

141 
◎男性のための相談 
男性のさまざまな悩みを解消するために、男性のた

めの電話相談を実施します。 

人権啓発推進課 相談回数 4 回/年 4 回 Ｂ  

145 
(再掲) 

◎女性の相談室 
女性のための相談（専門相談、法律相談、一般相談）

を実施し、女性が生きていく中でのさまざまな悩み

を聴き、共に考え、次の一歩を踏み出すための支援

をします。専門相談においては、定期相談に加え、

夜間相談、出張相談を行い、相談の機会の充実を図

ります。 

人権啓発推進課 実施 実施 実施 Ｂ  

 

（２）生涯を通じた心身の健康 

番号 取組／取組の概要 担当課名 指標 R4目標 実績 実績評価 備考 

150 

◯妊産婦の健康診査の充実 
１回の妊娠につき基本健診 14 回分と各種血液検査

等、併せて産婦健診２回分を公費助成します。対象

者全員へ受診券を発行し、妊産婦健康診査の受診を

促します。 

子育て支援課 実施 実施 実施 Ｂ  

151 

◯妊婦歯科健診の充実 
１回の妊娠につき１回、歯科検診を公費助成しま

す。対象者全員へ受診券を発行し、妊婦歯科健康診

査の受診を促します。 

子育て支援課 実施 実施 実施 Ｂ  

154 
◯健康相談・訪問指導 
一般健康相談、こころの健康相談、各種健康教室時

の健康相談、訪問など保健指導を充実します。 

健康推進課 健康相談 70 回/年 36 回 Ｃ 

各種健康教室時の健康相談の回数が、

新型コロナウイルス対策のため時間や

人数の制約を受けて減少したため、健

康教室の際に、個別健康相談（一般健

康相談、こころの健康相談）の案内を

行った。また、電話での健康相談は多

数あったものの、件数は不明である。 
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番号 取組／取組の概要 担当課名 指標 R4目標 実績 実績評価 備考 

155 
◯健康教育の推進 
健美セミナー（30歳代）、楽歩塾、地域への健康教

室、がん検診などでの健康教室を充実します。 

健康推進課 実施回数 60 回/年 22 回 Ｃ 

新型コロナウイルスの影響でセミナー

の開催回数が減少した。また、伝える

ことが多いことから連続で受講する必

要があるセミナーについて、日程の都

合で参加できない方が一定数いた。そ

のため、複数回で１セットのセミナー

について、１回からも参加できるよう

に参加のハードルを下げた。 

156 

◎健幸パスポート事業 
住民が主体的に健康づくり事業を知り、参加するこ

とで、自分自身の健康についての意識を高めること

を目指します。 

健康推進課 応募者数 350人 212人 Ｃ 

新型コロナウイルス対策のため、各種

健康教室などの参加人数が減少し、ポ

イントが集めにくい状況であった。そ

のため、個人で気軽に参加可能な「ひ

と休みラリー」（２か月間）を開催し

たほか、個人の健康目標達成（毎日体

操する等）でもポイント獲得できるこ

とを、集団検診などの際に周知した。 
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４ 意識度チェックの概要 

令和４年度に実施した全事業（１５７事業）について、男女共同参画の視点

での意識を持って取り組むことができたか、各担当課が５つの項目をチェック

して振り返りました。 

チェック項目 
◯となった事業の割合 

全体 重点取組 関連する取組 

1 事業の企画・立案・実施にあたり、

男女双方の意見が施策に盛り込ま

れている 
80.9％ 88.2％ 77.4％ 

2 事業実施にあたり、男女双方にとっ

て参加・使用しやすいよう配慮がさ

れている 
95.5％ 98.0％ 94.3％ 

3 男女共同参画の視点に配慮した表

現で広報・情報提供を行った 
90.4％ 94.1％ 88.7％ 

4 計画に掲げる基本目標を意識して

取り組んだ 
87.3％ 98.0％ 82.1％ 

5 事業分野における男女共同参画の

促進に向けて取り組んだ 
73.9％ 88.2％ 67.0％ 

５項目合計 85.6％ 93.3％ 81.9％ 

各チェック項目について、おおよその事業で取り組むことができているもの

の、「関連する取組」では、「重点取組」に比べて取り組めている事業の割合が

低く、特にチェック項目５に取り組めた割合が低くなっています。 

 

５ まとめ 

 令和４年度に実施を予定していた事業は、新型コロナウイルスの影響等によ

り令和３年度から引き続き未実施となった事業を除き、概ね実施することがで

きました。 

 また、実績評価の対象とした「重点取組」のほとんどが、目標水準どおりま

たはそれ以上の実績を上げており、前年度と比較しても評価が上がっています。 

 すべての実施事業を対象とした意識度チェックにおいては、多くの事業で男

女共同参画の視点を持って取り組むことができていたものの、一部の項目では

さらに意識を高めていく必要があります。 

 今後も継続して、男女共同参画の視点での意識を持って各取組を推進し、男

女共同参画のための施策を充実させていきます。 

 


